
催し物の開催に関する露店等の開設届出書について 

 

平成２５年８月に、京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を踏まえ、平成２６年８月に条例が 

改正され、催しに際し、火気を使用する露店等を開設する場合は「消火器（業務用）」を準備するとともに、

開設する３日前までに消防署へ「露店等の開設届出書」を届け出が必要です。 

 

○対象となる催し 

（１）祭礼、縁日、花火大会、展示会等その他多数の者が集合する催し 

（２）町内会、自治会の夏祭り、学校、ＰＴＡ等が主催する催し 

※ただし、近親者のみで行うバーベキューやパーティー等は対象外です。 

 

○対象となる器具類 

（１）プロパンガスやカセットボンベを使用する器具 

・主にガスボンベを使用する鉄板、たこ焼き器などの調理器具や、カセットコンロ等がこれ 

にあたります。 

（２）ガソリンや灯油などを使用する器具 

・発電機等の※内燃機関がこれにあたります。（※内燃機関とはエンジンのことです） 

（３）木材や木炭などを使用する器具 

・バーベキューコンロや移動式薪ストーブ等がこれにあたります。 

（４）電気を使用する器具 

・ホットプレートやフライヤー等の電熱式調理器具がこれにあたります。 

 

○露店等を開設しようとする場合の届出について 

（１）届出書類   露店等の開設届出書 ２部 

（２）添付書類   火気を使用する露店の位置、消火器の設置場所等を記載した配置図 ２部 

（３）提 出 先   催しを開催する場所を管轄する消防署 

 

※届出書類は「五所川原地区消防事務組合のホームページ」よりダウンロード可能です。 

 

○問い合わせ先（提出先） 

・五所川原消防署       0173-35-2019       届け出を 

・五所川原消防署金木分署   0173-53-2322        忘れずに 

・五所川原消防署東分署    0173-29-2119       お願いします 

・北部中央消防署       0173-57-2370 

・北部中央消防署市浦分署   0173-62-2119 

・北部中央消防署小泊分署   0173-64-2375 

・鶴田消防署         0173-22-2131 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火器には「どのような火災に対応できるか」 

を示す「ＡＢＣ」マークやイラストが表示 

されています。 

右のイラストの吹き出し部分を参考に 

旧規格の消火器の場合は、新規格の消火器 

に更新しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

火気器具等使用時の注意事項 

適切な消火器を設置しましょう！ 

プロパンガス 

・転倒防止のため、鎖等 

で固定する。 

ガソリン携行缶 

・火気のない場所に置く。 

・直射日光を避ける。 

・蓋をあける前に圧力調整 

ネジを緩め圧抜きをする。 

発電機 

・火気から離して設置し、 

燃料補給はエンジンを 

停止してから行う。 

消火器（業務用）を設置する。 

側方 

15cm以上 

後方 

15cm以上 

上方 

１ｍ以上 

前方 

15cm以上 

 

・コンロの周囲１５㎝以内に可燃物を置かない。 

・コンロ上方は１ｍ以上離す。 

・台は不燃材を使用する。 

 

A 火災      B 火災      C火災 

コンロ 


